
警
察
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

参
照
条
文

・
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・
・
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・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
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・
・

○

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
（
抄
）

１

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
（
抄
）

７

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
際
捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
九
号
）
（
抄
）

７

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○

国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
七
号
）
（
抄
）

９
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○

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
（
抄
）

（
任
務
及
び
所
掌
事
務
）

第
五
条

国
家
公
安
委
員
会
は
、
国
の
公
安
に
係
る
警
察
運
営
を
つ
か
さ
ど
り
、
警
察
教
養
、
警
察
通
信
、
情
報
技
術
の
解
析
、
犯
罪
鑑
識
、
犯
罪
統
計
及
び
警
察
装
備

に
関
す
る
事
項
を
統
轄
し
、
並
び
に
警
察
行
政
に
関
す
る
調
整
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
個
人
の
権
利
と
自
由
を
保
護
し
、
公
共
の
安
全
と
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
を
任

務
と
す
る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
家
公
安
委
員
会
は
、
同
項
の
任
務
に
関
連
す
る
特
定
の
内
閣
の
重
要
政
策
に
関
す
る
内
閣
の
事
務
を
助
け
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

３

国
家
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
任
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
、
内
閣
官
房
を
助
け
る
も
の
と
す
る
。

４

国
家
公
安
委
員
会
は
、
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
、
警
察
庁
を
管
理
す
る
。

一

警
察
に
関
す
る
制
度
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

二

警
察
に
関
す
る
国
の
予
算
に
関
す
る
こ
と
。

三

警
察
に
関
す
る
国
の
政
策
の
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

四

次
に
掲
げ
る
事
案
で
国
の
公
安
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
の
警
察
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

イ

民
心
に
不
安
を
生
ず
べ
き
大
規
模
な
災
害
に
係
る
事
案

ロ

地
方
の
静
穏
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
騒
乱
に
係
る
事
案

ハ

国
際
関
係
に
重
大
な
影
響
を
与
え
、
そ
の
他
国
の
重
大
な
利
益
を
著
し
く
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
航
空
機
の
強
取
、
人
質
に
よ
る
強
要
、
爆
発
物
の
所
持
そ
の

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
犯
罪
に
係
る
事
案

五

第
七
十
一
条
の
緊
急
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
計
画
及
び
そ
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

六

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
広
域
組
織
犯
罪
そ
の
他
の
事
案
（
以
下
「
広
域
組
織
犯
罪
等
」
と
い
う
。
）
に
対
処
す
る
た
め
の
警
察
の
態
勢
に
関
す
る
こ
と
。

イ

全
国
の
広
範
な
区
域
に
お
い
て
個
人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
並
び
に
公
共
の
安
全
と
秩
序
を
害
し
、
又
は
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
案

ロ

国
外
に
お
い
て
日
本
国
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
並
び
に
日
本
国
の
重
大
な
利
益
を
害
し
、
又
は
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
案

七

全
国
的
な
幹
線
道
路
に
お
け
る
交
通
の
規
制
に
関
す
る
こ
と
。

八

犯
罪
に
よ
る
収
益
に
関
す
る
情
報
の
集
約
、
整
理
及
び
分
析
並
び
に
関
係
機
関
に
対
す
る
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

九

国
際
刑
事
警
察
機
構
、
外
国
の
警
察
行
政
機
関
そ
の
他
国
際
的
な
警
察
に
関
す
る
関
係
機
関
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

十

国
際
捜
査
共
助
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

国
際
緊
急
援
助
活
動
に
関
す
る
こ
と
。
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十
二

所
掌
事
務
に
係
る
国
際
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
（
犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
を
い
う
。

第
二
十
一
条
第
二
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
作
成
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
の
陳
述
そ
の
他
の
活
動
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
の
陳
述
そ
の
他
の
活
動
に
関
す

る
こ
と
。

十
六

皇
宮
警
察
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

警
察
教
養
施
設
の
維
持
管
理
そ
の
他
警
察
教
養
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

警
察
通
信
施
設
の
維
持
管
理
そ
の
他
警
察
通
信
に
関
す
る
こ
と
。

十
九

犯
罪
の
取
締
り
の
た
め
の
電
子
情
報
処
理
組
織
及
び
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
の
解
析
そ
の
他
情
報
技
術
の
解
析
に
関
す
る
こ
と
。

二
十

犯
罪
鑑
識
施
設
の
維
持
管
理
そ
の
他
犯
罪
鑑
識
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一

犯
罪
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二

警
察
装
備
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三

警
察
職
員
の
任
用
、
勤
務
及
び
活
動
の
基
準
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
警
察
行
政
に
関
す
る
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五

前
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
監
察
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
他
の
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
警
察
庁
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
務

５

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
家
公
安
委
員
会
は
、
第
一
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
法
律
（
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
権
限

に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

６

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
家
公
安
委
員
会
は
、
第
二
項
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
条
第
二
項

に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
、
第
一
項
の
任
務
に
関
連
す
る
特
定
の
内
閣
の
重
要
政
策
に
つ
い
て
、
当
該
重
要
政
策
に
関
し
て
閣
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
基
本
的
な
方

針
に
基
づ
い
て
、
行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

７

国
家
公
安
委
員
会
は
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
と
常
に
緊
密
な
連
絡
を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
監
察
の
指
示
等
）



- 3 -

第
十
二
条
の
二

国
家
公
安
委
員
会
は
、
第
五
条
第
四
項
第
二
十
五
号
の
監
察
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
警
察
庁
に
対
す
る
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
指

示
を
具
体
的
又
は
個
別
的
な
事
項
に
わ
た
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
家
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
指
名
す
る
委
員
に
、
当
該
指
示
に
係
る
事
項
の

履
行
の
状
況
を
点
検
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

国
家
公
安
委
員
会
は
、
警
察
庁
の
職
員
に
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
委
員
の
同
項
に
規
定
す
る
事
務
を
補
助
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
内
部
部
局
）

第
十
九
条

警
察
庁
に
、
長
官
官
房
及
び
次
の
五
局
を
置
く
。

生
活
安
全
局

刑
事
局

交
通
局

警
備
局

情
報
通
信
局

２

刑
事
局
に
組
織
犯
罪
対
策
部
を
、
警
備
局
に
外
事
情
報
部
及
び
警
備
運
用
部
を
置
く
。

（
長
官
官
房
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
一
条

長
官
官
房
に
お
い
て
は
、
警
察
庁
の
所
掌
事
務
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

機
密
に
関
す
る
こ
と
。

二

長
官
の
官
印
及
び
庁
印
の
管
守
に
関
す
る
こ
と
。

三

公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

四

所
管
行
政
に
関
す
る
企
画
、
立
案
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五

第
五
条
第
一
項
の
任
務
に
関
連
す
る
特
定
の
内
閣
の
重
要
政
策
に
つ
い
て
、
当
該
重
要
政
策
に
関
し
て
閣
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
基
本
的
な
方
針
に
基
づ
い
て

、
行
政
各
部
の
施
策
の
統
一
を
図
る
た
め
に
必
要
と
な
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

六

所
管
行
政
に
関
す
る
政
策
の
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

七

法
令
案
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

八

所
管
行
政
に
係
る
統
計
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。
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九

広
報
に
関
す
る
こ
と
。

十

情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

留
置
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

警
察
職
員
の
人
事
及
び
定
員
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

監
察
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

予
算
、
決
算
及
び
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

国
有
財
産
及
び
物
品
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

会
計
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

警
察
教
養
に
関
す
る
こ
と
。

十
九

警
察
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

二
十

警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一

犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
の
作
成
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三

オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四

国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
第
三
条
に
規
定
す
る
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五

警
察
装
備
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六

所
管
行
政
に
係
る
国
際
協
力
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
他
の
局
又
は
機
関
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
情
報
通
信
局
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
五
条

情
報
通
信
局
に
お
い
て
は
、
警
察
庁
の
所
掌
事
務
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

警
察
通
信
に
関
す
る
こ
と
。

二

所
管
行
政
に
関
す
る
情
報
の
管
理
に
関
す
る
企
画
及
び
技
術
的
研
究
並
び
に
電
子
計
算
組
織
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

三

犯
罪
の
取
締
り
の
た
め
の
情
報
技
術
の
解
析
に
関
す
る
こ
と
。

四

所
管
行
政
の
事
務
能
率
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。
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（
管
区
警
察
局
の
設
置
）

第
三
十
条

警
察
庁
に
、
そ
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
第
五
条
第
四
項
第
二
号
、
第
四
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
、
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
及
び
第
二
十
三
号
か
ら
第

二
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
も
の
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
地
方
機
関
と
し
て
、
管
区
警
察
局
を
置
く
。

２

管
区
警
察
局
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

名

称

位

置

管

轄

区

域

東

北

管

区

警

察

局

仙

台

市

青
森
県

岩
手
県

宮
城
県

秋
田
県

山
形
県

福
島
県

関

東

管

区

警

察

局

さ

い

た

ま

市

茨
城
県

栃
木
県

群
馬
県

埼
玉
県

千
葉
県

神
奈
川
県

新
潟
県

山
梨
県

長
野
県

静
岡
県

中

部

管

区

警

察

局

名

古

屋

市

富
山
県

石
川
県

福
井
県

岐
阜
県

愛
知
県

三
重
県

近

畿

管

区

警

察

局

大

阪

市

滋
賀
県

京
都
府

大
阪
府

兵
庫
県

奈
良
県

和
歌
山
県

中

国

四

国

管

区

警

察

局

広

島

市

鳥
取
県

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

徳
島
県

香
川
県

愛
媛
県

高
知
県

九

州

管

区

警

察

局

福

岡

市

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

宮
崎
県

鹿
児
島
県

沖
縄
県

（
管
区
警
察
局
長
等
）

第
三
十
一
条

管
区
警
察
局
に
、
局
長
を
置
く
。

２

管
区
警
察
局
長
は
、
管
区
警
察
局
の
事
務
を
統
括
し
、
及
び
所
属
の
警
察
職
員
を
指
揮
監
督
し
、
並
び
に
長
官
の
命
を
受
け
、
管
区
警
察
局
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て

、
府
県
警
察
を
指
揮
監
督
す
る
。

３

管
区
警
察
局
の
内
部
組
織
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
東
京
都
警
察
情
報
通
信
部
及
び
北
海
道
警
察
情
報
通
信
部
）

第
三
十
三
条

警
察
庁
に
、
そ
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
東
京
都
及
び
北
海
道
の
区
域
に
お
け
る
第
五
条
第
四
項
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
に
掲
げ
る
も
の
に
係
る
も
の
を

分
掌
さ
せ
る
た
め
、
地
方
機
関
と
し
て
、
東
京
都
警
察
情
報
通
信
部
及
び
北
海
道
警
察
情
報
通
信
部
を
置
く
。

２

東
京
都
警
察
情
報
通
信
部
及
び
北
海
道
警
察
情
報
通
信
部
に
、
部
長
を
置
く
。

３

東
京
都
警
察
情
報
通
信
部
及
び
北
海
道
警
察
情
報
通
信
部
の
位
置
及
び
内
部
組
織
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
。

（
職
員
）



- 6 -

第
三
十
四
条

警
察
庁
に
、
警
察
官
、
皇
宮
護
衛
官
、
事
務
官
、
技
官
そ
の
他
所
要
の
職
員
を
置
く
。

２

皇
宮
護
衛
官
は
、
皇
宮
警
察
本
部
に
置
く
。

３

長
官
は
警
察
官
と
し
、
警
察
庁
の
次
長
、
官
房
長
、
局
長
（
情
報
通
信
局
長
を
除
く
。
）
及
び
部
長
、
管
区
警
察
局
長
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
職
は
警
察
官
を
も
つ

て
、
皇
宮
警
察
本
部
長
は
皇
宮
護
衛
官
を
も
つ
て
充
て
る
。

（
広
域
組
織
犯
罪
等
に
対
処
す
る
た
め
の
措
置
）

第
六
十
一
条
の
三

長
官
は
、
広
域
組
織
犯
罪
等
に
対
処
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
警
察
に
対
し
、
広
域
組
織
犯
罪
等
の
処
理
に
係
る
関
係

都
道
府
県
警
察
間
の
分
担
そ
の
他
の
広
域
組
織
犯
罪
等
に
対
処
す
る
た
め
の
警
察
の
態
勢
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
警
察
は
、
前
項
の
指
示
に
係
る
事
項
を
実
施
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
都
道
府
県
警
察
に
対
し
広
域
組
織

犯
罪
等
の
処
理
に
要
す
る
人
員
の
派
遣
を
要
求
す
る
こ
と
、
第
六
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
広
域
組
織
犯
罪
等
を
処
理
す
る
た
め
そ
の
管
轄
区
域
外
に
権
限
を
及
ぼ
す

こ
と
そ
の
他
の
こ
の
節
に
規
定
す
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
警
察
官
の
職
権
行
使
）

第
六
十
四
条

都
道
府
県
警
察
の
警
察
官
は
、
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
が
あ
る
場
合
を
除
く
外
、
当
該
都
道
府
県
警
察
の
管
轄
区
域
内
に
お
い
て
職
権
を
行
う
も
の
と
す

る
。

（
苦
情
の
申
出
等
）

第
七
十
九
条

都
道
府
県
警
察
の
職
員
の
職
務
執
行
に
つ
い
て
苦
情
が
あ
る
者
は
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
対
し
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、

文
書
に
よ
り
苦
情
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
申
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
法
令
又
は
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
こ
れ
を
誠
実
に
処
理
し
、
処
理
の
結
果
を
文
書
に
よ
り
申
出
者
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

申
出
が
都
道
府
県
警
察
の
事
務
の
適
正
な
遂
行
を
妨
げ
る
目
的
で
行
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二

申
出
者
の
所
在
が
不
明
で
あ
る
と
き
。

三

申
出
者
が
他
の
者
と
共
同
で
苦
情
の
申
出
を
行
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
他
の
者
に
当
該
苦
情
に
係
る
処
理
の
結
果
を
通
知
し
た
と
き
。
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○

警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
（
抄
）

（
給
付
を
行
う
者
）

第
三
条

給
付
の
原
因
で
あ
る
災
害
が
、
警
察
庁
の
警
察
官
に
協
力
援
助
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
国
が
、
都
道
府
県
警
察
の
警
察
官
に
協
力
援
助
し
た

こ
と
に
起
因
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
当
該
都
道
府
県
が
そ
の
給
付
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

給
付
の
原
因
で
あ
る
災
害
が
、
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
六
十
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
公
安
委
員
会
か
ら
の
要
求
に
基
き
援
助
に
お

も
む
い
た
警
察
官
に
協
力
援
助
し
た
こ
と
に
基
因
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
警
察
官
の
援
助
を
要
求
し
た
当
該
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
置
か
れ
て
い
る
都
道
府

県
が
そ
の
給
付
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

給
付
の
原
因
で
あ
る
災
害
が
、
警
察
法
第
七
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
布
告
区
域
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
布
告
区
域
以
外
の
区
域
に
派

遣
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
区
域
を
含
む
。
）
に
派
遣
さ
れ
当
該
区
域
内
に
お
い
て
職
務
を
行
つ
た
警
察
官
に
協
力
援
助
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
に
つ
い
て
は

、
国
が
そ
の
給
付
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４

給
付
の
原
因
で
あ
る
災
害
が
、
自
ら
現
行
犯
人
の
逮
捕
若
し
く
は
被
害
者
の
救
助
に
当
た
つ
た
こ
と
又
は
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
命
の
救
助
に
当
た
つ
た
こ
と

に
起
因
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
逮
捕
又
は
救
助
に
当
た
つ
た
場
所
の
存
す
る
都
道
府
県
が
そ
の
給
付
を
行
う
も
の
と
す
る
。

○

国
際
捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
九
号
）
（
抄
）

（
国
家
公
安
委
員
会
の
措
置
）

第
六
条

国
家
公
安
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
の
書
面
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
相
当
と
認
め
る
都
道
府
県
警
察
に
対
し
、
関
係
書
類
を
送
付
し
て
、
共
助
に

必
要
な
証
拠
の
収
集
を
指
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
検
事
正
等
の
措
置
）

第
七
条

第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
命
令
を
受
け
た
検
事
正
は
、
そ
の
庁
の
検
察
官
に
共
助
に
必
要
な
証
拠
を
収
集
す
る
た
め
の
処
分
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
の
指
示
を
受
け
た
都
道
府
県
警
察
の
警
視
総
監
又
は
道
府
県
警
察
本
部
長
（
以
下
「
警
察
本
部
長
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
都
道
府
県
警
察
の
司
法
警
察
員
に

前
項
の
処
分
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
書
面
の
送
付
を
受
け
た
国
の
機
関
の
長
は
、
そ
の
機
関
の
相
当
と
認
め
る
司
法
警
察
員
に
第
一
項
の
処
分
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
処
分
を
終
え
た
場
合
等
の
措
置
）

第
十
四
条

検
事
正
は
、
共
助
に
必
要
な
証
拠
の
収
集
を
終
え
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
意
見
を
付
し
て
、
収
集
し
た
証
拠
を
法
務
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
国
の
機
関
の
長
が
証
拠
の
収
集
を
終
え
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
警
察
本
部
長
が
共
助
に
必
要
な
証
拠
の
収
集
を
終
え
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
意
見
を
付
し
て
、
収
集
し
た
証
拠
を
国
家
公
安
委
員
会

に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

国
家
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
意
見
を
付
し
て
、
こ
れ
を
法
務
大
臣
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
共
助
の
要
請
に
関
す
る
書
面
の
送
付
を
受
け
た
訴
訟
に
関
す
る
書
類
の
保
管
者
は
、
速
や
か
に
、
意
見
を
付
し
て
、
当
該
書
類
又
は

そ
の
謄
本
を
法
務
大
臣
に
送
付
す
る
も
の
と
し
、
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
共
助
の
要
請
に
関
す
る
書
面
を
法
務
大
臣
に
返
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

法
務
大
臣
は
、
第
一
項
、
第
三
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
証
拠
の
使
用
又
は
返
還
に
関
し
要

請
国
が
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
条
件
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

６

法
務
大
臣
は
、
前
項
の
条
件
を
遵
守
す
る
旨
の
要
請
国
の
保
証
が
な
い
と
き
は
、
共
助
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
国
際
刑
事
警
察
機
構
へ
の
協
力
）

第
十
八
条

国
家
公
安
委
員
会
は
、
国
際
刑
事
警
察
機
構
か
ら
外
国
の
刑
事
事
件
の
捜
査
に
つ
い
て
協
力
の
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を

採
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

相
当
と
認
め
る
都
道
府
県
警
察
に
必
要
な
調
査
を
指
示
す
る
こ
と
。

二

第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
国
の
機
関
の
長
に
協
力
の
要
請
に
関
す
る
書
面
を
送
付
す
る
こ
と
。

２

第
二
条
（
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

３

国
家
公
安
委
員
会
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
を
採
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
警
察
庁
の
職
員
に
関
係
人
の
所
在
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て

調
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

国
家
公
安
委
員
会
は
、
第
一
項
の
措
置
に
関
し
、
要
請
に
お
い
て
調
査
を
行
う
機
関
が
明
ら
か
な
場
合
を
除
き
、
所
管
に
応
じ
て
、
同
項
第
二
号
の
国
の
機
関
の
長

と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

５

国
家
公
安
委
員
会
は
、
第
一
項
の
措
置
を
採
る
こ
と
と
す
る
と
き
は
、
法
務
大
臣
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

６

第
一
項
第
一
号
の
指
示
を
受
け
た
都
道
府
県
警
察
の
警
察
本
部
長
は
、
そ
の
都
道
府
県
警
察
の
警
察
官
に
調
査
の
た
め
の
必
要
な
措
置
を
採
る
こ
と
を
命
ず
る
も
の

と
す
る
。
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７

第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
協
力
の
要
請
に
関
す
る
書
面
の
送
付
を
受
け
た
国
の
機
関
の
長
は
、
司
法
警
察
職
員
で
あ
る
そ
の
機
関
の
職
員
に
当
該
要
請
に
係
る

調
査
の
た
め
の
必
要
な
措
置
を
採
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

警
察
官
又
は
前
項
の
国
の
機
関
の
職
員
は
、
前
二
項
の
調
査
に
関
し
、
関
係
人
に
質
問
し
、
実
況
見
分
を
し
、
書
類
そ
の
他
の
物
の
所
有
者
、
所
持
者
若
し
く
は
保

管
者
に
そ
の
物
の
提
示
を
求
め
、
又
は
公
務
所
若
し
く
は
公
私
の
団
体
に
照
会
し
て
必
要
な
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
七
号
）
（
抄
）

（
国
家
公
安
委
員
会
の
措
置
）

第
七
条

国
家
公
安
委
員
会
は
、
前
条
第
二
項
第
二
号
の
書
面
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
相
当
と
認
め
る
都
道
府
県
警
察
に
対
し
、
関
係
書
類
を
送
付
し
て
、
証
拠
の

提
供
に
係
る
協
力
に
必
要
な
証
拠
の
収
集
を
指
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
協
力
の
実
施
）

第
八
条

国
際
捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
、
第
八
条
、
第
十
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
は
、
第
六
条
第
一
項
の
請
求
に
よ
る
証
拠
の
提
供
に
係
る

協
力
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
七
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
六
条
第
二
項
第
一
号
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る

法
律
第
七
条
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
五
条
第
一
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
二
項
第
三
号
」
と
、

同
法
第
十
三
条
中
「
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
、

第
十
条
及
び
前
条
に
規
定
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
処
分
を
終
え
た
場
合
等
の
措
置
）

第
十
条

検
事
正
は
、
証
拠
の
提
供
に
係
る
協
力
に
必
要
な
証
拠
の
収
集
を
終
え
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
意
見
を
付
し
て
、
法
務
大
臣
に
対
し
、
収
集
し
た
証
拠
を
送

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
六
条
第
二
項
第
三
号
の
国
の
機
関
の
長
が
協
力
に
必
要
な
証
拠
の
収
集
を
終
え
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
都
道
府
県
警
察
の
警
視
総
監
又
は
道
府
県
警
察
本
部
長
が
協
力
に
必
要
な
証
拠
の
収
集
を
終
え
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
意
見
を
付
し

て
、
国
家
公
安
委
員
会
に
対
し
、
収
集
し
た
証
拠
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

国
家
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
証
拠
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
意
見
を
付
し
て
、
法
務
大
臣
に
対
し
、
こ
れ
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。
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４

第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
証
拠
の
提
供
に
係
る
協
力
の
請
求
に
関
す
る
書
面
の
送
付
を
受
け
た
訴
訟
に
関
す
る
書
類
の
保
管
者
は
、
速
や
か
に
、
意
見
を
付
し

て
、
法
務
大
臣
に
対
し
、
当
該
書
類
又
は
そ
の
謄
本
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
直
ち
に
こ
れ
を
送
付
す
る
こ
と
に
支
障
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

速
や
か
に
、
法
務
大
臣
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
二
条

国
家
公
安
委
員
会
は
、
国
際
刑
事
裁
判
所
か
ら
国
際
刑
事
警
察
機
構
を
通
じ
て
管
轄
刑
事
事
件
の
捜
査
に
関
す
る
措
置
の
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
第
六

条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

相
当
と
認
め
る
都
道
府
県
警
察
に
必
要
な
調
査
を
指
示
す
る
こ
と
。

二

第
六
条
第
二
項
第
三
号
の
国
の
機
関
の
長
に
当
該
措
置
の
請
求
に
関
す
る
書
面
を
送
付
す
る
こ
と
。

２

国
際
捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
三
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
請
求
に
係
る
措
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
第
四
項
中
「
同
項
第
二
号
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
七
項
中
「
第
一
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
第
五

十
二
条
第
一
項
第
二
号
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
第
五
十
二
条
第
一
項
第
一
号

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


